
地方公共団体情報システム標準化基本方針における一部機能の経過措置の概要

地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和６年（2024年）12月24日閣議決定）（抄）

2.2.（5）標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行

（略）

○ また、円滑かつ安全な移行を推進するために、現行システムから標準仕様に対応したシステムへの移行

を完了させることを前提に、一部の機能については、移行後の実装等を可能にする経過措置を設けること

とする。当該経過措置の対象とするシステムは、以下の要件を満たすものとする。

① データ要件・連携要件に関する標準化基準に適合し、標準化されたデータの利活用が可能となってい

ること。

② 標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する省庁（以下「制度所管省庁」という。）及び地方公共

団体が、当該一部機能の経過措置の必要性を認め、遅くとも令和10年度（2028年度）末までに機能標準

化基準（標準化法第６条第１項に基づき定める基準をいう。以下同じ。）に適合するものであること。

なお、当該経過措置の対象となった機能の標準化基準上の取扱いについては、制度所管省庁において、

令和９年度（2027年度）末までに所要の検討を行う。

（略）
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